
市民プールの今後の運用について 

１．本市における現在の水泳の取り組み状況について 

本市における市民プールにつきましては、令和４年３月の常任委員会において報告しております

が、「恵庭市公共施設等総合管理計画」において学校運営の方向性を踏まえ、集約や廃止、民間施

設の活用を検討することとし、令和４年度より市内８か所の市民プールのうち、恵庭・島松・若草

・和光・恵み野旭の５か所の市民プールを継続管理し、柏・東恵庭・恵み野の３か所の市民プール

については休止のうえ廃止の方向性について検討することとして参りました。 

このため、今後も市民が水泳の機会を持つことが出来るよう、現在稼働中の５つの市民プールに

おける児童の水泳授業や一般開放を始め、恵庭南高校プールの土日の一般開放や、令和５年度から

は千歳市温水プールにおける市民料金による恵庭市民の利用をスタートさせるなど、新たな取り組

みにも努めて参りました。 

また、現在市民プールの使用を休止している柏・松恵・恵み野の３つの小学校に通う児童に対し、

水泳授業は民間施設にて実施し、夏休み期間中の市民プールの利用については、試行ではあります

が最寄りの市民プールへのバスによる移動支援にも取り組んでいるところであります。 

２．市民プールの今後の運用について 

屋外プール施設は、夏季しか使用出来ず稼働率が低いことに加えて、建設や運用にかかる費用が

非常に高額であり、塩素を使用して水質を維持することから、設備の定期的な改修が必要でありま

す。また、現在は原材料や人件費が高騰しており、さらに施設の維持管理にかかるコストが大きく

なっているところです。このような経緯から、道内各市において学校プールの集約や民間プール・

公設プールの活用が検討されております。 

令和３年度に実施した道内各市のプール施設のアンケート結果によると、小学校において、全校

にプール施設を設置しているところは本市を含めて３市しかなく、約半数が小学校にプール施設を

設置していないことが判明しております。 

【道内３５市の小学校プール施設設置状況】 ～令和３年度アンケート結果より～ 

１．全校にプールを設置している。 ３市 芦別（２）、深川（６）、恵庭（８→５） 

２．一部にプールを設置している。 １５市 札幌（１９４）、函館（１８）、小樽（３）、旭川（４４）、帯広（６）、北

見（１９）、岩見沢（６）、網走（９）、苫小牧（５）、稚内（２）、江別（

１５）、千歳（１０）、砂川（４）、富良野（２）、石狩（５） 

３．全校にプールを設置していない。 １７市 室蘭、釧路、夕張、留萌、美唄、赤平、紋別、士別、名寄、三笠、

根室、滝川、歌志内、登別、伊達、北広島、北斗 

資料№15 厚生消防常任委員会所管事務報告資料 
令和６年３月７日【保健福祉部健康スポーツ課】



この間、令和２年度と３年度は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響によりプール施設の利用

を全面的に中止したこともあり休止前との比較は難しいですが、今後については、児童数が減少し

ていくことを想定しながら、道内各市の状況やプールの維持管理に係るコスト等を勘案し、恵庭市

内を恵庭・恵み野・島松の大きく３つの地区ごとに市民プールを運営していくという考えのもとに、 

現在稼働中の５つの市民プールの運用を存続し、休止中の３つのプールについては、令和５年

度末をもって廃止することとします。

なお、本件につきましては、令和６年２月１９日に開催いたしました恵庭市スポーツ振興まちづ

くり審議会において提案したところ、出席委員全員の賛成によりご承認を賜ったところであります

が、委員から「現時点においてはこの案が賢明な判断だと思う」等の意見をいただきました。 

また、廃止後のプール施設につきましては、学校敷地内の施設であり、また公共施設の付帯設備

でありますことから、施設の撤去や跡地利用などにおきまして、今後、教育委員会など関係部署と

協議して参りたいと考えております。 

３．島松水泳プールの改修について 

本市で現在稼働中の５つのプールのうち、島松水泳プールにおいて大規模な修繕が必要であるこ

とを令和５年１２月６日の厚生消防常任委員会において報告いたしましたが、島松水泳プールは塩

素による錆の腐食が進み、特に鉄骨屋根については基礎部分から交換が必要な状況であることが判

明しました。 

プール施設の改修工事には多額の費用かかりますが、島松地区の水泳の機会を保つため、来年度

中に島松水泳プールの改修工事に着手したいと考えております。 

工事の内容や費用につきましては、令和６年度に予定している実施設計に基づきますが、鉄骨屋

根の基礎の改修工事を行うためには基礎として支えているプール槽自体も解体しなければならない

ことから、全面改修（建替）工事となる予定です。 

工事のスケジュールにつきましては、実施設計の後、既存施設の撤去、新プール施設の整備とい

う工程になるものと考えておりますが、工事期間確保のため、現時点では、令和６年度中に実施設

計、令和７年度に工事着手を行い、令和８年度から運用再開とのスケジュールを想定しております。

【島松水泳プールの大規模改修スケジュール（予定）】 

（令和６年度）７月～１１月 実施設計 

（令和７年度）４月～    既存施設の撤去、新プール整備 

（令和８年度）６月     運用再開 


